
 

 

 
 
 

２０２５年５月１３日 

各位 

会 社 名 日 本 信 号 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役社長 塚本 英彦 

 （コード番号：６７４１東証プライム） 

問 合 せ 先 総務部長    藤本 浩正 

 （ＴＥＬ：代表 ０３-３２１７-７２００） 

 

当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の廃止 

及び定款一部変更についてのお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、「当社株式の大量買付行為に関する対応策」（以下「本買収防衛

策」といいます。）を継続せず、その有効期限である２０２５年６月２０日開催予定の第１４２回定時株主

総会（以下「本定時株主総会」といいます。）の終結の時をもって廃止することを決議しましたので、下記

のとおりお知らせいたします。  

なお、本買収防衛策の廃止に伴い、当社定款における買収防衛策に関する規定（第３６条）を削除する

予定であり、本定時株主総会に、「定款一部変更の件」として付議することを決議しておりますので、あわ

せてお知らせいたします。 

 

記 

 

１．買収防衛策の廃止 

当社は、２０２２年６月２４日開催の第１３９回定時株主総会で更新した株式の大量取得行為に関する

対応策（本買収防衛策）の存廃について、国内外の機関投資家をはじめとする株主の皆さまのご意見や、

買収への対応方針を巡る近時の動向等を踏まえて検討を重ねてまいりました。その結果、本定時株主総会

終結の時をもって本買収防衛策を継続しないことといたしました。 

なお、当社は、本対応策の廃止後も、株主共同の利益の確保・向上等に向けた取り組みを一層推進して

まいります。また、株主共同の利益の確保・向上等を損なうおそれのある当社株式の大量買付行為が行わ

れる場合には、大量買付行為を行う者に対し、株主の皆さまがその是非を判断するために必要かつ十分な

時間と情報の提供を求め、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、その時々

において適宜適切な施策を講じてまいります。 

  

 



２．定款の一部変更 

（１）定款一部変更の理由 

本買収防衛策を継続せず、有効期間満了をもって廃止することといたしますので、現行定款第 7 章

を削除するものであります。 

 

（２）定款変更の内容 

定款の変更内容は次のとおりです。 

 

（下線は変更部分を示します。） 

現行定款 変更案 

第７章 買収防衛策 
（買収防衛策の導入等）  
第36条 当会社の株主総会は、当会社の株式の大量

取得行為に関する対応策（以下「買収防衛
策」という。）の導入、変更、継続及び廃
止に関する決議を行うことができる。  

２ 前項に定める買収防衛策とは、当会社の財
務及び事業の方針の決定を支配する者の在
り方に関する基本方針に照らして不適切な
者によって支配されることを防止するため
の取組みとして事前に定めるもののうち、
当会社の発行する株式その他の権利の大規
模な買付行為等を行おうとする者に対して
当会社が遵守を求める手続ならびに大規模
な買付行為等に関して当会社が行う対抗措
置の要件、手続、内容等の定めをいう。 

３ 第１項に規定する株主総会の決議は、議決
権を行使することができる株主の議決権の
３分の１以上を有する株主が出席し、その
議決権の過半数をもって行う。  

（削除） 

 

（３）定款変更の日程 

定款変更のための株主総会開催日 2025 年 6 月 20 日（予定） 

定款変更の効力発生日  2025 年 6 月 20 日（予定） 

 

 

以 上 


